
議 案 第 ６ ９ 号

伊 丹 市 教 育 に 関 す る 事 務 の 職 務 権 限 の 特 例 に 関 す る 条 例

の 制 定 に つ い て

伊 丹 市 教 育 に 関 す る 事 務 の 職 務 権 限 の 特 例 に 関 す る 条 例 を 別 記 の

と お り 制 定 す る 。

令 和 ３ 年 ９ 月 ２ 日 提 出

伊 丹 市 長 藤 原 保 幸

理 由

市 立 伊 丹 ミ ュ ー ジ ア ム の 設 置 に 伴 い ， 教 育 委 員 会 の 権 限 と 市 長 の

権 限 を 見 直 し ， 施 設 の 一 元 的 な 事 務 執 行 の 実 現 を 図 る た め 。

議６９



伊 丹 市 教 育 に 関 す る 事 務 の 職 務 権 限 の 特 例 に 関 す る 条 例

（ 令 和 ３ 年 伊 丹 市 条 例 第 号 ）

地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ３ １ 年 法 律 第 １

６ ２ 号 ） 第 ２ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き ， 教 育 に 関 す る 事 務 の う ち

博 物 館 の 設 置 ， 管 理 及 び 廃 止 に 関 す る こ と （ 同 法 第 ２ １ 条 第 ７ 号 か

ら 第 ９ 号 ま で 及 び 第 １ ２ 号 に 掲 げ る 事 務 の う ち ， 博 物 館 の み に 係 る

も の を 含 む 。 ） に つ い て は ， 市 長 が 管 理 し ， 及 び 執 行 す る 。

付 則

こ の 条 例 は ， 市 立 伊 丹 ミ ュ ー ジ ア ム 条 例 （ 令 和 ３ 年 伊 丹 市 条 例 第

号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。

議６９-２*




